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安
房
神
社
報 

 

第
二
十
五
号 

 

号 

しろたへ                         第 25号( 1 ) 

祝祭日には国旗を掲げましょう 

  

刈り取りを待つ稲穂 抜穂祭にて 

詔 の

り
直
し
、
開
き
直
し
、
見
直
す 

―

古
事
記
・
延
喜
式
大
殿
祭
祝
詞―

 

 

「
詔
り
直
し
」
と
は
相
手
の
言
葉
に
対
し
て
善
意
を
も
っ
て
受
け

取
る
事
を
表
し
、「
聞
き
直
し
」
と
は
つ
ま
ら
な
い
言
い
分
を
聞
い
て

も
、
善
意
で
良
い
意
味
に
聞
く
こ
と
を
表
し
ま
す
。
ま
た
「
見
直
す
」

と
は
悪
い
事
柄
で
も
善
意
を
以
て
見
直
す
事
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

令
和
二
年
か
ら
続
い
た
コ
ロ
ナ
禍
も
よ
う
や
く
収
ま
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
三
年
間
続
い
て
き
た
諸
規
制
や
自
粛
の
動
き
も
無
く
な
り
つ

つ
あ
り
、
人
々
の
暮
ら
し
も
少
し
ず
つ
で
す
が
、
以
前
の
落
ち
着
き

を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
中
止
さ
れ
て
き
た
御
神
輿
の
渡
御
の

よ
う
な
祭
礼
も
多
く
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
欧

や
中
東
で
は
戦
乱
が
続
き
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
社
会
問
題
を
多

く
残
し
て
い
ま
す
。
流
行
病
で
荒
ん
だ
心
を
、
い
ま
一
度
見
直
し
て
、

善
き
心
を
培
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 



しろたへ                        第 25号( 2 ) 

境 

内 

散 

策
（三
） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

   

          

  
 

                

 

 

 

 

【
執
り
行
わ
れ
た
主
な
祭
典
】 

 
四
月 

 

十
六
日 

  

午
後
三
時  

御
田
植
祭 

五
月 

 
 
 

十
日 

  

午
前
九
時
半 

下
の
宮
祭 

五
月
二
十
七
日  

 

午
前
九
時
半 

海
軍
落
下
傘
部
隊
慰
霊
祭 

六
月 

 
 
 

十
日 

  

午
前
九
時
半 

厳
島
社
祭 

六
月 

 

三
十
日  

 

午
後
四
時
半 

夏
越
の
大
祓
式 

七
月 

 
 
 

十
日 

 
 

午
前
八
時 

 
 

忌
部
塚
祭 

八
月 

 
 
 

十
日 

 
 

午
前
十
時 

  

例
祭 

 

九
月 

  
 

十
日 

  

午
前
九
時 

 

御
仮
屋
祭 

九
月 

十
七
日 

 

午
前
十
時
半 

安
房
国
司
祭
於
鶴
ケ
谷
八
幡
宮 

九
月
二
十
七
日  

 

午
前
九
時
半 

琴
平
社
祭 

十
月 

  

八
日  

 

午
後
九
時
半 
抜
穂
祭 

十
月 

 
 
 

十
日  

 

午
前
九
時
半 
館
砲
三
期
会
慰
霊
祭 

毎
月
一
日 

 
 

 

午
前
九
時
半 

月
次
祭 

 

【
今
後
の
主
な
祭
典
予
定
】 

 

十
一
月
二
十
三
日  

午
前
十
時 

 

新
嘗
祭 

十
一
月
二
十
七
日  

午
前
十
時
半 

新
穀
感
謝
祭 

十
二
月
二
十
六
日  

午
前
九
時
半 

神
狩
祭 

十
二
月
三
十
一
日  

午
後
四
時
半 

大
祓
式
・
除
夜
祭 

一
月 

  
 

一
日 

 

午
前
六
時 

 

歳
旦
祭 

一
月 

  
 

四
日 

午
後
四
時
半 

有
明
祭 

一
月 

 
 

十
四
日 
 

午
後
四
時
半 

置
炭
神
事 

一
月 

 
 

十
五
日 

 

午
前
九
時 

 

粥
占
神
事 

二
月 

 
 
 
 

三
日 

午
前
十
時
半 

節
分
祭 

二
月 

 
 

十
一
日 

 

午
前
九
時
半 

建
国
際 

二
月 

 
 

十
七
日 

午
前
九
時
半 

祈
年
祭 

四
月 

 
 
  

三
日 

午
前
九
時
半 

神
武
天
皇
祭
遥
拝
式 

 
  

毎
月
一
日 

 
 

 

午
前
九
時
半 

月
次
祭 

  

安
房
神
社
の
境
内
を
歩
い
て
い

ま
す
と
、
時
折
ヘ
ビ
に
遭
遇
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
シ
マ
ヘ
ビ
、

危
険
な
毒
を
持
つ
ヤ
マ
カ
ガ
シ
や

マ
ム
シ
、
そ
し
て
体
長
が
一
メ
ー

ト
ル
以
上
に
も
な
る
ア
オ
ダ
イ
シ

ョ
ウ
で
す
。
過
日
、
ふ
と
池
の
ほ

と
り
の
石
垣
に
目
を
や
り
ま
す

と
、
白
い
長
い
も
の
が
・
・
・
よ

く
見
る
と
ヘ
ビ
の
抜
け
殻
で
し

た
。
長
さ
と
形
か
ら
察
す
る
に
ア

オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
の
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
計
測
し
ま
し
た
と
こ
ろ
約

一
メ
ー
ト
ル
六
十
セ
ン
チ
と
か
な

り
の
大
物
で
す
。
一
年
に
三
～
四

回
脱
皮
を
す
る
そ
う
で
す
が
、
こ

こ
ま
で
綺
麗
な
抜
け
殻
は
初
め
て

見
ま
し
た
。
ヘ
ビ
の
抜
け
殻
を
財

布
に
入
れ
る
と
縁
起
が
良
い
と
い

わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
抜
け

殻
は
元
あ
っ
た
場
所
で
土
に
返
し

て
あ
げ
ま
し
た
。 

 

 



  

 

しろたへ                        第 25号( 3 ) 

神
道
古
典
（
一
）「
古
事
記
」 

日
本
の
神
話
を
語
る
上
で
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
、
そ
れ
は

神
道
古
典
で
す
。
主
要
な
諸
書
は
大
倉
邦
彦
と
い
う
実
業
家
が
（
大
倉

精
神
研
究
所 

※
横
浜
市
港
北
区
大
倉
山
の
名
前
の
由
縁
で
す
）
昭
和

十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た 

「
神 し

ん

典 て
ん

」
に
『
古
事
記

こ

じ

き

』 

『
日
本

に

ほ

ん

書
紀

し

ょ

き

』
『
古
語

こ

ご

拾
遺

し
ゅ
う
い

』 

『
宣
命

せ
ん
み
ょ
う

』
『
中
臣

な
か
と
み

寿 よ

詞 ご
と

』 」 

『

令
り
ょ
う
の

儀 ぎ

解 げ

』
（
抄
） 

『
律
』
（
抄
）
『
新
撰
性

し
ん
せ
ん
し
ょ
う

氏
録

じ

ろ

く

』
『
風
土
記

ふ

ど

き

』
『
万
葉
集

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

』
（
抄
）
の

諸
書
が
収
録
さ
れ
る
と
主
要
な
神
道
古
典
は
右
記
の
文
献
を
さ
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
今
回
は
、
「
古
事
記
」
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
「
古
事
記
」
は
奈
良
時
代
、
元
明
天
皇
の
和
銅
五
年
（
七

一
二
）
に
撰
上
さ
れ
ま
し
た
。
現
存
す
る
最
古
の
写
本
は
南
北
朝
時
代

に
な
っ
た
真
福
寺
本

し
ん
ぷ
く
じ
ぼ
ん

で
す
。 

古
く
は
「
フ
ル
コ
ト
ブ
ミ
」
と
も
呼
ば
れ
「

古
い
に
し
え

の
事
（
辞
）
を
記

し
た
書
物
」
と
い
う
意
味
で
す
。
撰
録
し
た
の
は
太
安
万
侶

お
お
の
や
す
ま
ろ

で
、
序
文

に
よ
れ
ば
天
武
天
皇
が
選
録
さ
せ
、
舎
人

と

ね

り

の
稗
田
阿
礼

ひ

え

だ

の

あ

れ

に

誦

習

し
ょ
う
し
ゅ
う

さ
せ

て
い
た
帝 て

い

紀 き

と
旧
辞

き
ゅ
う
じ

と
を
、
当
時
の
元
明
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
安
万

侶
が
筆
記
し
た
も
の
で
す
。
誦
習
と
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
諸
伝
承
を
、

神
話
と
し
て
声
を
あ
げ
て
読
む
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
稗
田

阿
礼
は
官
位
の
な
い
低
い
地
位
で
あ
り
、
太
安
万
侶
も
死
去
時
に
五
位

で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
対
し
て
、
天
武
天
皇
の
子
の
舎
人
親
王
を

筆
頭
編
纂
者
と
し
て
、
国
家
の
正
史
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
日
本
書
紀
と

は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
日
本
書
紀
に
続
く
第
二
の
正
史
で
あ
る

「
続
日
本
紀
」
に
古
事
記
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
古
事

記
が
歴
史
書
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

 

古
事
記
は
本
質
的
に
は
国
の
歴
史
で
は
な
く
神
話
で
あ
り
、
律
令
国

家
の
為
で
は
な
く
、
皇
室
の
縁
起
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま 

 



しろたへ                        第 25号( 4 ) 

す
。
大
和
言
葉
に
よ
る
口
承
神
話
を
、
神
話
言
語
が
内
包
す
る
言
霊

を
損
な
わ
ず
に
外
来
文
字
で
あ
る
漢
字
を
用
い
て
表
記
す
る
に
は
困

難
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
為
、
古
事
記
は
漢
字
の
音
を
用
い

る
音
仮
名
方
式
と
、
意
味
を
用
い
る
訓
字
方
式
を
交
え
た
和
漢
混
交

体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
歌
謡
の
箇
所
で
は
前
者
を
用
い
、
散
文
（
通

常
の
文
章
）
で
は
後
者
を
主
と
し
つ
つ
も
前
者
も
交
え
て
、
神
話
的

な
口
承
形
式
を
で
き
る
だ
け
生
か
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 

構
成
と
し
て
は
三
巻
（
上
・
中
・
下
）
か
ら
成
り
、
上
巻
は
神
代

を
扱
い
、
中
・
下
巻
は
人
代
の
皇
統
譜
と
し
て
、
古
事
記
完
成
の
約

一
世
紀
前
の
第
三
十
三
代
の
推
古
天
皇
三
十
六
年
（
六
二
八
）
の
死

ま
で
の
出
来
事
を
述
べ
て
い
ま
す
。
下
巻
に
な
る
と
天
皇
の
代
替
わ

り
ご
と
の
反
乱
や
歌
物
語
風
の
天
皇
の
恋
愛
譚
が
主
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
出
来
事
が
あ
る
程
度
の
量
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
五
世
紀
末

の
顕
宗
天
皇
ま
で
で
、
そ
の
後
の
天
皇
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
系
譜
の 

 

み
で
す
。
国
家
の
支
配
者
と
し
て
の
皇
室
の
由
来
は
中
巻
ま
で
で
充
分
で
し

た
が
、
継
体
天
皇
や
推
古
天
皇
期
な
ど
歴
史
的
に
重
要
な
時
期
も
含
め
た
か

っ
た
の
で
こ
う
し
た
構
成
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
古
事
記
の
三
巻
は
宇
宙
秩

序
の
確
立
、
人
間
秩
序
の
確
立
、
歴
史
秩
序
の
確
立
と
い
う
主
題
で
そ
れ
ぞ

れ
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
簡
潔
な
神
話
言
説
、
叙
事
詩
体
、

歌
物
語
と
い
う
語
り
口
に
も
独
自
の
特
徴
が
み
ら
れ
ま
す
。
日
本
書
紀
と
は

異
な
り
大
陸
と
の
交
渉
に
関
す
る
多
く
の
重
要
な
出
来
事
が
、
特
に
下
巻
で

は
ま
っ
た
く
省
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
事
記
が
献
上
さ
れ
た
元
明
天
皇

が
熱
烈
な
仏
教
信
奉
者
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
仏
教
へ
の
言
及
は
一
度
も

あ
り
ま
せ
ん
。
古
事
記
は
仏
教
へ
の
言
及
を
意
識
的
に
拒
否
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
特
徴
は
、
古
事
記
が
無
時
間
的
で
反
復
的
な
神
話
世
界
を
基
本
と

し
て
お
り
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
構
造
を
持
ち
ま
す
。 

 

※
参
考
文
献
・
画
像 

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
「
神
道
辞
典
」
平
成
十
一
年 



 

   

 

       

 

                

                        
 

     
 

 

         

 

                     

                       

                       

  
 

  

 
 

しろたへ                        第 25号( 5 ) 

   
 

 
 

 
≪

近
代
神
社
社
格
制
度
に
つ
い
て≫

 
神
社
に
参
拝
の
折
、
社
号
標
に
「
官
幣
大
社
〇
〇
神
社
」「
國

幣
中
社
〇
〇
神
社
」
「
村
社
〇
〇
神
社
」
等
と
い
う
文
字
が
刻
ま

れ
て
い
た
り
し
ま
す
。
こ
の
神
社
名
の
前
に
つ
く
称
号
の
よ
う
な

も
の
を
、
総
じ
て
社
格
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
明
治
政
府
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
神
社
の
格
に
関
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
が
作

ら
れ
た
の
は
明
治
四
年
五
月
十
四
日
で
、
明
治
維
新
政
府
が
成
立

以
来
神
社
の
全
国
的
掌
握
や
神
社
調
査
が
ひ
と
段
落
し
た
頃
で

す
。
近
代
社
格
制
度
の
基
盤
と
な
っ
た
太
政
官
布
告
「
官
社
以
下

定
額
・
神
官
職
制
等
規
則
」
が
公
布
さ
れ
神
社
の
格
を
大
き
く
官

社
と
諸
社
に
分
類
し
、
官
社
と
し
て
九
十
七
社
を
列
格
し
ま
し

た
。
官
社
に
は
官
幣
の
大
中
小
、
国
幣
の
大
中
小
が
あ
り
、
官
幣

社
は
神
祇
官
が
、
国
幣
社
は
地
方
官
が
祭
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
神
祇
官
の
所
管
と
さ
れ
ま
し
た
。「
官
幣
」「
国
幣
」
の
名
称

は
、
平
安
時
代
に
成
っ
た
延
喜
式
の
社
格
を
踏
襲
し
た
も
の
で

す
。
ま
た
諸
社
に
は
府
社
・
藩
社
・
県
社
・
郷
社
、
そ
の
数
年
後

に
村
社
が
置
か
れ
ま
し
た
。
因
み
に
、
明
治
四
年
七
月
十
四
日
に

廃
藩
置
県
が
出
さ
れ
た
為
に
藩
社
は
消
滅
し
、
実
際
に
列
格
さ
れ

た
神
社
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

当
初
、
官
社
と
し
て
列
格
さ
れ
た
の
は
九
十
七
社
で
、
そ
の
内

官
幣
大
社
に
は
熱
田
神
宮
や
石
清
水
八
幡
宮
、
そ
し
て
当
社
安
房

神
社
な
ど
含
め
二
十
九
社
で
す
。
官
幣
社
は
平
安
時
代
の
二
十
二

社
な
ど
、
朝
廷
や
皇
室
に
ゆ
か
り
の
深
い
神
社
が
中
心
と
な
っ
て 

  

 

神 

社 

豆 

知 

識 

列
格
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
皇
室
よ
り
菊
の
紋
章
の
使

用
の
許
可
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
七
年
に
は
国
幣
社
の
社
殿
装
飾
な

ど
に
も
許
可
さ
れ
、
菊
の
紋
章
は
全
国
に
広
ま
り
ま
し
た
。 

 

官
社
の
社
格
の
序
列
は
上
か
ら
官
幣
大
社
、
国
幣
大
社
、
官
幣
中

社
、
国
幣
中
社
、
官
幣
小
社
、
国
幣
小
社
、
別
格
官
幣
社
の
順
と
さ

れ
官
幣
社
、
国
幣
社
と
も
官
社
と
し
て
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
差
異

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
例
祭
の
み
が
官
幣
社
が
皇
室
か
ら
幣
帛

料
が
支
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
国
幣
社
は
国
庫
か
ら
支
出
さ
れ
る
と

い
う
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
二
月
十
五
日
、
連
合
国
軍
総
司
令

部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
日
本
政
府
に
対
し
て
発
し
た
「
国
家
神
道
、
神
社

神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃

止
ニ
関
ス
ル
件
」
と
題
す
る
覚
書
で
「
神
道
指
令
」
が
出
さ
れ
国
家

と
神
社
が
切
り
離
さ
れ
、
翌
年
に
社
格
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
為
「
官

幣
」「
国
幣
」
の
呼
称
も
正
式
に
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
干
渉
を
恐
れ
社
号
標
の
社
格
を
削
っ
た
り
セ
メ
ン
ト
で
覆
っ
た

り
す
る
神
社
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

  

 

官幣大社の字がセメントで覆わ

れた当社の社号標 

昭和八年八月建立 

揮毫は東郷平八郎元帥海軍大将 



    
 

 

                        

     

 
※
境
内
自
由
参
拝
に
つ
い
て 

 

大
晦
日
の
み
終
日
参
拝
が
可
能
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

は
、
早
朝
六
時
～
午
後
六
時
頃
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

警
備･

防
犯
上
の
都
合
に
よ
り
、
時
間
外
は
境
内
へ
の
立
入
り

を
一
切
禁
止
し
て
お
り
ま
す
。 

 

※
冬
季
は
日
没
が
速
い
為
、
防
犯
の
理
由
か
ら
時
間
前
に
閉
じ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

【
御
水
取
り
・
御
砂
取
り
の
作
法
】 

 

当
社
で
「
御
水
取
り
・
御
砂
取
り
」
を
さ
れ
る
際
に
は

祈
祷
受
付
に
て
御
申
込
み
頂
き
、
殿
内
に
て
御
祓
い
を
受

け
た
後
に
御
水
取
場
・
御
砂
取
場
に
お
進
み
頂
い
て
お
り

ま
す
。 

 

こ
れ
は
御
本
殿
近
く
の
清
浄
な
御
水
取
場
・
御
砂
取
場

に
、
外
界
の
穢
れ
を
持
ち
込
ま
な
い
為
の
重
要
な
作
法
で

す
の
で
、
御
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
御
来
社
さ
れ
る
こ
と

を
お
薦
め
致
し
ま
す
。
ま
た
大
型
ポ
リ
タ
ン
ク
な
ど
に
よ

る
大
量
の
御
水
取
り
、
過
度
の
御
砂
取
り
は
御
遠
慮
願
い

ま
す
。
な
お
、
御
神
水
飲
用
の
際
に
は
必
ず
煮
沸
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

※
一
般
参
拝
者
の
御
水
取
場
・
御
砂
取
場
へ
の
立
入
り
は

右
記
の
理
由
か
ら
禁
じ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
時
間
外
の
御

水
取
り
、
御
砂
取
り
は
一
切
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
受

付
時
間
内
に
て
御
申
込
み
願
い
ま
す
。 

・
神
符
守
札
の
授
与
、
御
朱
印 

 

 
 
 
 
 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
五
時 

・
御
祈
祷
、
御
水
取
り
の
受
付 

 

 
 
 
 
 
 
 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 

         

しろたへ                        第 25号( 6 ) 

 
 

 

安
房
神
社
の
神
池
前
に
は
「
安
房
あ
づ
ち
茶
屋
」
が
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

秋
に
色
付
く
神
池
後
方
の
吾
谷
山
を
眺
め
な
が
ら
、
癒

し
処
と
し
て
心
静
か
に
穏
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご

さ
れ
ま
す
よ
う
御
利
用
下
さ
い
。 

 

温
か
い
お
に
ぎ
り
セ
ッ
ト
や
、
お
み
や
げ
物
と
し
て
房

州
銘
菓
も
ご
ざ
い
ま
す
。
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

 

 

営
業
日 

土
、
日 

振
替
休
日
の
月
曜
日 

営
業
時
間 

午
前
十
時
半
～
午
後
四
時 

あ
づ
ち 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
五
日
発
行
／
安
房
神
社
々
務
所 

〒
二
九
四‐

〇
二
三
三 

千
葉
県
館
山
市
大
神
宮
五
八
九
番
地 

電
話 
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下
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コ
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http://www.awajinjya.org/

